
特定施設・有害物質貯蔵指定施設使用等開始報告書 記載方法

①報告の提出日を記入します。（西暦でも和暦でも構いません。）
（⑧の使用等を開始した日から１５日以内の提出です。）

②届出者に法人の住所・名称・代表者の役職及び氏名を記入します。
（法人の場合、原則代表者となります。）

③事業場の名称を記入します。（以前に届け出た事業場名称）
④事業場の所在地を記入します。（以前に届け出た事業場所在地）

⑤使用を開始する特定施設の種類を記入します。
（水質汚濁防止法施行令別表第１の特定施設番号又は
指定地域特定施設を記入してください。）

⚠なお、届出の規定が水質汚濁防止法第５条第３項の場合は、

空欄にしてください。

⑥使用を開始する特定施設等の設置届又は変更届を届け出た水質汚

濁防止法の条項に☑を入れます。

第５条第１項：設置届
（公共用水域に水（雨水も含む）を排出する者）

第５条第３項：設置届
（有害物質貯蔵指定施設の設置、第５条第１項では
ない有害物質使用特定施設を設置する者）

（基本的に下水道の合流区域）
第７条：変更届

⑦⑥の届出を提出した年月日を記入します。
⑧特定施設等の使用を開始した年月日を記入します。
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※この報告書は、特定施設等を設置・変更する場合に事前に届
け出た水質汚濁防止法第５条第１項又は第３項の設置届出書
若しくは第７条の変更届出書に対応するものになります。
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